■技術評価にかかる評価項目及び評価基準

評価項目及び評価基準（１/２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙一覧表）

	【提案上の留意点】

①本事業はDBO（設計建設、維持管理一括発注）方式により、汚泥処理施設の設計建設業務と、その施設の維持管理業務を一括して実施するものである。技術提案は、濃縮・脱水施設及び焼却炉施設一連のシステムとして整合のとれたものとすること。また、消費電力量削減、補助燃料削減等に関する提案は、工事完成後の引き渡し日以後から維持管理業務期間終了時まで定期的に確認を行い、大阪府から受注者に対して、性能・機能の保証を求めるものとする。ただし、通常の管理上で必要となるものについては評価しない。
②受注者の提案する機器や付属品について、汚泥処理施設の稼働時に行う日常保守点検及び運転管理は、下水終末処理場を維持管理するメンテナンス作業員が行えるものとする。

③各課題に対して提案された削減量、削減割合及び費用等については、提出された資料をもとに大阪府が見直し評価を行うことがある。

④標準的な濃縮・脱水施設及び焼却炉施設とは、「下水道施設計画・設計指針と解説 後編 2019年版（公益社団法人日本下水道協会）第7章　第5節汚泥濃縮　第7節汚泥脱水　第8節汚泥焼却」おいて記載されている「重力濃縮」「ベルト式ろ過濃縮機」「圧入式スクリュープレス脱水機」「流動焼却炉」を主機として構成された設備（標準的な濃縮・脱水設備及び焼却炉設備）と土木・建築構造物を示す。

⑤項目4、6から9及び11は、他項目における提案内容と重複する技術提案は、重複した提案全てを評価しない。但し、複数個の提案が可能な技術提案項目においては、重複のあったものを除いた提案は評価する。

	提案等を求める内容
	評価項目（審査のポイント）
	加算点の評価方法
	加算点
	提出様式等

	分類
	技術提案項目
	具体的な内容
	
	
	
	

	技術提案

設計建設

業務に
係る

評価項目

（1）


	項目1
運転時消費電力量削減及び創エネルギーに関する項目
【必須】
	汚泥処理施設の運転に際しては多くの電力を消費するため、その削減は下水処理全体の消費電力量削減においても重要な課題となるが、汚泥処理施設は多種多様な機器の集合体であるため、これら機器の形式や仕様、組み合わせ等を見直すことで、消費電力量の削減を見込むことができる。さらに、消費電力量削減だけでなく、意識的にエネルギーを創り出す（創エネルギー）に取り組み、使用する電力を賄うことも重要である。
　そこで、濃縮・脱水施設及び焼却炉施設において、以下の資料により消費電力量を削減する有効な提案を求める。

１）消費電力量の削減の方法論等技術資料（方法論、理論的根拠、数値的根拠、熱計算書、容量計算書、フローシート、標準的な濃縮・脱水施設及び焼却炉施設との比較資料など）

２）本事業で提案する機器等の仕様、構造及び消費電力量計算書
３）提案技術を適用した事例の実証データによる実証結果*1及び実績稼働日数*2を明確にできる資料
なお、消費電力量の削減量の算出においては、下欄の条件で算出すること。

また、機器仕様決定のための熱計算・容量計算に必要な汚泥性状は、要求水準書に記載の通り。
	①消費電力量の削減に関する内容が定量的に記述され、構造的、機能的に有効な記述がなされている場合に評価する。

②標準的な濃縮・脱水施設及び焼却炉施設との比較により、消費電力量の削減量が確認できる場合に評価する。

ただし、以下の提案は無効とする。
・定量的な実証結果*1により技術的有効性を証明できない提案

・実績稼働日数*2が連続90日に満たない提案
	維持管理業務期間終了から12年間における年あたりの削減電力量*3に応じて評価する。

・年あたりの削減電力量(MWh)*3を188(MWh)で除した数値を点数とする。なお、算出した数値の小数第一位は四捨五入するものとし、0.1以上1.5未満の場合は1点とする。

・最大点数は20点とする。

・削減電力量が0.1未満の場合、0点とする。
	20点
	様式4-2-1

	
	項目2
運転時補助燃料削減に関する項目

【必須】
	焼却炉施設の運転に際しては多くの補助燃料を消費するため、その削減は重要な課題となるが、焼却炉施設は多種多様な機器の集合体であるため、これら機器の形式や仕様、組み合わせ等を見直すことで、補助燃料消費量の削減を見込むことができる。
　そこで焼却炉施設において、以下の資料により補助燃料消費量を削減する有効な提案を求める。

１）補助燃料消費量の削減の方法論等技術資料（方法論、理論的根拠、数値的根拠、熱計算書、容量計算書、フローシート、標準的な焼却炉施設との比較資料など）

２）本事業で提案する補助燃料使用機器等の仕様、構造及び補助燃料消費量計算書
３）提案技術を適用した事例の実証データによる実証結果*1及び実績稼働日数*2を明確にできる資料
　なお、補助燃料消費量の削減量の算出においては、下欄の条件で算出すること。

　また、機器仕様決定のための熱計算・容量計算に必要な汚泥性状は、要求水準書に記載の通り。
	①補助燃料消費量の削減に関する内容が定量的に記述され、構造的、機能的に有効な記述がなされている場合に評価する。

②標準的な焼却炉施設との比較により、補助燃料消費量の削減量が確認できる場合に評価する。

ただし、以下の提案は無効とする。
・定量的な実証結果*1により技術的有効性を証明できない提案

・実績稼働日数*2が連続90日に満たない提案
	維持管理業務期間終了から12年間における年あたりの削減燃料消費量に応じて評価する。
・年あたりの削減燃料消費量（A重油消費量換算kL）を32.3(kL)で除した数値を点数とする。なお、算出した数値の小数第一位は四捨五入するものとし、0.1以上1.5未満の場合は1点とする。

・最大点数は15点とする。

・削減燃料消費量が0.1未満の場合、0点とする。
	15点
	様式4-2-2

	
	項目3
脱炭素社会実現に関する項目
	下水道は、処理の過程において温室効果ガスを排出するとともに、多くのエネルギーを消費することから、2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向け、脱炭素の取組をより一層強化することが求められている。
地球温暖化防止対策として、近年の焼却炉施設については、燃焼温度を上げて高温焼却（850℃程度）することにより排ガス中の一酸化二窒素（N2O)排出量抑制を行っている。しかし燃焼温度を上げることにより、当然、補助燃料消費量も上がることになる。一酸化二窒素（N2O)を抑制しつつ、補助燃料消費量を削減するためには、焼却炉施設の熱効率を如何に高めるか（特に炉内温度を如何に制御するか）が重要であると考えられる。また、消費電力についても温室効果ガスを間接的に排出するものであり、汚泥の燃焼由来、補助燃料由来、消費電力由来の地球温暖化係数を総合的に削減することが重要と考えられる。
そこで濃縮・脱水施設及び焼却炉施設において、以下の資料により温室効果ガス排出量を削減する有効な提案を求める。

１）温室効果ガス排出量抑制の方法論等技術資料（方法論、理論的根拠、数値的根拠、熱計算書、容量計算書、フローシート、標準的な濃縮・脱水施設及び焼却炉施設との比較資料など）

２）本事業で提案する濃縮・脱水施設及び焼却炉施設の温室効果ガス排出量計算書
３）提案技術を適用した事例の実証データによる実証結果*1(炉内温度分布とその変化、排ガス中の一酸化二窒素の挙動、補助燃料消費量の状況、濃縮・脱水施設及び焼却炉施設の消費電力量の状況)及び実績稼働日数*2を明確にできるもの。

　なお、温室効果ガスの削減量の算出においては、下欄の条件で算出すること。

　また、機器仕様決定のための熱計算・容量計算に必要な汚泥性状は、要求水準書に記載の通り。
	①温室効果ガス排出量の削減に関する内容が定量的に記述され、構造的、機能的に有効な記述がなされている場合に評価する。

②標準的な濃縮・脱水施設及び焼却炉施設との比較により、温室効果ガス排出量の削減が確認できる場合に評価する。

ただし、以下の提案は無効とする。
・定量的な実証結果*1により技術的有効性を証明できない提案

・実績稼働日数*2が連続90日に満たない提案

	維持管理業務期間開始から23年間における年あたりの温室効果ガス削減量に応じて評価する。
・年あたりの温室効果ガス削減量（二酸化炭素換算t-CO2）を396(t-CO2)で除した数値を点数とする。なお、算出した数値の小数第一位は四捨五入するものとし、0. 1以上1.5未満の場合は1点とする。
・最大点数は15点とする。
・CO2削減量が0.1未満の場合、0点とする。
	15点
	様式4-2-3

	
	項目4
下水汚泥資源利活用/施設排出負荷低減に関する項目
	汚泥処理により生成され、汚泥処理施設の外部へ排水・搬出する各種排水、焼却灰に対して、プラントメーカー等の知見を活かした取組みが期待される。

【対象】に示す項目から１つの項目を選び、【資料】１）～３）によりプラントメーカー等の知見を活かした具体的な提案を求める。
なお、提案においては、下欄の条件で算出すること。また、下欄に記載のない、返流水やリン等の実績データは、大阪府流域下水道維持管理報告書*4に記載の数値を参照のうえで算出すること。
【対象】

①各種排水・焼却灰・発生汚泥のいずれか1種以上を用いた有価資源の回収・資源化,肥料原料利用、肥料化(コンポスト化,菌体りん酸肥料化等)
②返流水（硫化水素）による場内既設排水管に対する腐食低減
③濃縮・脱水設備及び焼却炉設備からの返流水量低減による水処理施設の負荷低減
なお、①に関しては、肥料化の場合は「肥料登録」の履行を、有価資源の回収・資源化の場合は「回収・資源化」の履行を、肥料原料としての利用の場合は「肥料原料利用」の履行を求める(量は0超とするが、多寡は問わない)。
【資料】

１）提案に効果的と考える方法論等技術資料（方法論、理論的根拠、数値的根拠など）

２）提案を実現するために本事業で提案する具体的な施設の内容及び機器等の仕様、構造（容量計算書、機器等仕様、フローシートなど）
３）長期（事業期間）に渡って実施可能な継続性
	【対象】から選定した項目についての提案であり、１）～３）の各項目についてメーカー等の知見を活かした具体的な記述があり、かつ有効な提案であれば評価する。
ただし、以下の提案は評価しない。

・複数の項目に関する提案。

・１つの項目に対して複数の提案。
・１）または２）が評価できない提案。
・③について、標準的な濃縮・脱水設備及び焼却炉設備による返流水量5,840m3/日より低減できない提案。
	【対象】から選定した１項目に関する提案について、以下のとおり評価し、合計点を加算点とする。
・１）及び２）について評価できる。　：3点
・３）について評価できる。　　　　　：2点
ただし、評価項目に記載している「提案は評価しない」項目に該当している場合は0点とする。
	5点
	様式4-2-4

	【項目１から項目４において示す各項目の削減量算出における条件】
・算定に用いる汚泥性状は、【初沈汚泥】汚泥量1,210㎥/日、汚泥濃度0.7％、有機分率90.8％-DS　【余剰汚泥】汚泥量1,390㎥/日、汚泥濃度0.62％、有機分率80.7％-DS　とする。
　また、混合汚泥の発熱量（高位）は18,800KJ/kg-DS、含有成分組成はC：43.6 w/w dry%、H：6.4 w/w dry%、N：5.0 w/w dry%、O：34.4 w/w dry%、硫黄：0.50 w/w dry%、塩化物：0.04 w/w dry%とする。各処理工程での含水率は事業者提案によるものとするが根拠を明示すること。

・消費電力量の算出条件は、機器の設備容量(kW)（予備機は除く）に、運転日数・時間及び負荷率を乗じた値とする。運転日数・時間及び負荷率は、受注者提案によるものとするが根拠を明示すること。
・補助燃料は、維持管理業務期間中は受注者の提案する燃料、維持管理業務期間後は受注者提案施設に基づきA重油または都市ガスとする。補助燃料消費量は、A重油消費量に換算とし、換算熱量等は様式4-2-2に示す数値を用いること。
　様式4-2-2に記載のない換算熱量等は受注者提案によるものとするが根拠を明示すること。
・温室効果ガス排出量算出は、汚泥処理施設の運転の際に発生する温室効果ガス排出量（燃料、電力由来、処理プロセスから排出される一酸化二窒素（N2O）とメタン(CH4)の排出を含む。）とし、排出係数は様式4-2-3に示す数値を用いること。
　様式4-2-3に記載のない排出係数は受注者提案によるものとするが根拠を明示すること。温室効果ガス排出量については、CO2排出量に変換し計算すること。

・削減量算出の際の基準値は、消費電力量は12年間で年あたり3,768MWh、補助燃料消費量（A重油換算）は12年間で年あたり484kL、温室効果ガス排出量（CO２換算）は23年間で年あたり5,937t-CO2とする。
*1：実証結果は、実験プラントを除き、下水終末処理場において実際に稼働し、汚泥を処理している実プラントによるデータから効果が明確にわかるものとする。ただし、使用する補助燃料は下水終末処理場に限らない。
*2：実績稼働日数は、技術提案書の提出日までにおける、下水終末処理場での実績日数とする。実績日数とは、濃縮・脱水・焼却炉設備への汚泥連続投入実績日数とするが、濃縮・脱水設備は計画的な停止日を除くことができる。
*3：削減電力量とは、消費電力量の削減量又は回収できる電力量、或いはそれらの合計量とする。

*4：「大阪府流域下水道維持管理報告書」https://www.pref.osaka.lg.jp/o130130/gesui_jigyo/osakafuno/ijikanrihoukokusyo.html
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（２）


	項目5
企業の施工実績
	焼却炉機械設備工事を行う企業における、焼却炉の納入実績について提示を求める。

納入実績は、提案する焼却炉と同機種に限る。

なお、機種とは「下水道施設計画・設計指針と解説 後編 2019年版（公益社団法人日本下水道協会） 第7章　第8節汚泥焼却」において記載されている「流動焼却炉、多段焼却炉、階段式ストーカ炉、回転乾燥焼却炉（ロータリーキルン）等」を示す。なお、これらの記載に含まれない機種については当該機種と同一のものとする。

以下の納入実績を有する場合に評価する。

平成21年4月1日から入札参加申請期限までに、我が国又は効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域において、元請として次の要件を満たす工事に係る請負契約（外国におけるこれに相当する請負契約を含む。）を単体企業で履行した実績（共同企業体の構成員としての実績にあっては、出資比率が20パーセント以上のものに限る。）を有すること。

下水道法(昭和３３年法律第７９号）に基づく官公庁所管*5の下水終末処理場における1炉当たり処理能力が脱水ケーキ60t/日以上の焼却炉の製作（製作方法は次のいずれかに限る。）を含む焼却炉設備工事。

・設計、製造及び検査を自ら行っている場合　　・設計及び検査を自ら行い、製造のみを外注に付している場合　　・ＯＥＭ契約に基づく外注により製作している場合
	実績の件数に応じて評価する。

・実績が12件以上
：5点
・実績が9件以上
：4点
・実績が6件以上
：3点
・実績が3件以上
：2点
・上記に満たない
：0点
	5点
	様式4-2-5

	技術提案

及び実績

維持管理
業務に

係る

評価項目


	項目6
管理施設の長寿命化に関する項目①

(濃縮脱水設備）
	　機器の劣化を抑制し長寿命化を図る上で、運転、点検整備又は補修において事業者が取組む内容について、以下の【対象設備】に示す設備に対してプラントメーカー等の知見を活かした具体的な提案を求める。

【対象設備】

　濃縮脱水設備
	運転、点検整備又は補修における機器の劣化抑制策や補修計画の立案等の長寿命化に資する内容について、「実施手法」及び「長寿命化に資する理由」の２つの項目全てについて具体的な記述があり、かつ有効な提案であれば評価する。
なお、本項目の上限提案数は5個とする。6個以上の提案があった場合は項目6に関する全ての提案を評価しない。
	有効な提案の個数に応じて評価する。

・評価できる提案数が5個
　　：10点
・評価できる提案数が4個
　　：8点
・評価できる提案数が3個
　　：6点
・評価できる提案数が2個
　　：4点
・評価できる提案が上記に満たない場合、又は評価項目に記載している「全ての提案を評価しない」項目に該当している場合は0点とする。
	10点


	様式4-2-6

	
	項目7
管理施設の長寿命化に関する項目②

(焼却炉設備)
	　機器の劣化を抑制し長寿命化を図る上で、運転、点検整備又は補修において事業者が取組む内容について、以下の【対象設備】に示す設備に対してプラントメーカー等の知見を活かした具体的な提案を求める。

【対象設備】

　焼却炉設備
	運転、点検整備又は補修における機器の劣化抑制策や補修計画の立案等の長寿命化に資する内容について、「実施手法」及び「長寿命化に資する理由」の２つの項目全てについて具体的な記述があり、かつ有効な提案であれば評価する。
なお、本項目の上限提案数は5個とする。6個以上の提案があった場合は項目7に関する全ての提案を評価しない。
	有効な提案の個数に応じて評価する。

・評価できる提案数が5個
　　：10点
・評価できる提案数が4個
　　：8点
・評価できる提案数が3個
　　：6点
・評価できる提案数が2個
　　：4点
・評価できる提案が上記に満たない場合、又は評価項目に記載している「全ての提案を評価しない」項目に該当している場合は0点とする。
	10点


	様式4-2-7

	
	項目8
運転管理や日常点検等におけるデータ有効活用に関する項目
	　日々の運転管理や日常点検等で得られる様々なデータに対して、故障の未然防止に活用できる判断基準を設定するなど、プラントメーカー等の知見を積極的に活用したより高度な業務の実施が期待される。

　以下の【対象設備】の保全管理におけるプラントメーカー等の有する知見を活かした取得データの活用方法について、以下の具体的な提案を求める。

・活用が効果的と考えるデータ項目とその理由、取得データの分析方法と活用の際の判断基準及び判断基準の数値的根拠、の全てを、明記すること。
【対象設備】

　濃縮脱水設備、焼却炉設備
	各対象設備においてプラントメーカー等の知見を活かした具体的な記述があり、かつ有効な提案であれば評価する。
	対象設備に関する提案について、以下のとおり評価する。

【濃縮脱水設備】

・評価できる提案である　　　　　　　：5点

・評価に満たない　　　　　　　　　　：0点
【焼却炉設備】
・評価できる提案である　　　　　　　：5点

・評価に満たない　　　　　　　　　　：0点
	10点


	様式4-2-8

	
	項目9
緊急時(大地震)における対応に関する項目
	　大地震（震度5弱以上）発生の際においても汚泥処理施設を安定的に運転するための、社内的な体制構築及び現場での初動体制や初動対応、バックアップ体制について以下の具体的な提案を求める。

①焼却設備停止時からの点検及び立上げ体制

②汚泥処理施設の故障時におけるプラントメーカー等の復旧対応体制

③大地震発生から１週間の連絡・出勤等の特別体制
	①～③の各項目において、具体的な記述があり、かつ有効な提案であれば評価する。
	①～③の各項目について、以下の通り評価する。
・全ての項目が評価できる。　　　　  ：10点
・２つの項目が評価できる。　　　　  ：6点
・１つの項目が評価できる。　　　　  ：2点
・評価できる項目が上記に満たない　  ：0点
	10点


	様式4-2-9

	
	項目10
企業の運転管理業務実績
	汚泥処理施設の運転管理業務を行う企業における、下水終末処理場における運転管理業務実績について提示を求める。

なお、運転管理業務を共同企業体で実施する場合は、主担当企業を対象とし、以下の運転管理業務実績を有する場合に評価する。

平成26年4月1日から入札参加申請の前日までの間に、通算3年以上の期間について誠実に履行を完了した実績（複数年契約を履行中のものは契約期間の７割かつ３年以上、誠実に履行した実績を含む。ただし、共同企業体としての実績は、当該共同企業体への出資比率が50%以上であった場合に限る。）を有すること。

　下水道法(昭和３３年法律第７９号）に基づく官公庁所管*5の下水終末処理場における下記を含む汚泥処理施設の運転管理業務（運転操作及び保守点検を含む。）

脱水ケーキ１日当たり60ｔ/基以上の焼却炉設備
	実績の件数に応じて評価する。

・実績が4件以上　　　　　　　　　　：5点

・実績が3件　　　　　　　　　　　　：4点

・実績が2件　　　　　　　　　　　　：3点

・実績が1件　　　　　　　　　　　　：2点

・実績がない　　　　　　　　　　　　：0点
	5点
	様式4-2-10

	共通評価項目
	項目11
デジタルトランスフォーメーションの活用に関する項目
	　設計建設業務、維持管理業務等におけるデジタルトランスフォーメーションの活用について具体的な提案を求める。

　提案する技術の内容と活用方法および効率化・省力化の効果について具体的な記載を求める。
設計建設業務、維持管理業務について、それぞれ提案数の上限は3個まで、合計提案数の上限は6個までとする。
1つの技術について活用方法が複数ある場合でも１つの提案とすること。

	デジタルトランスフォーメーションの活用について、提案する技術の内容と活用方法および効率化・省力化の効果について具体的な記載があり、かつ有効な提案であれば評価する。
ただし、大阪府でも通常活用しているWeb会議を利用した業務効率化や遠隔臨場による省力化*6は評価しない。
また、現場操作盤を無くし操作端末を導入する等の提案の場合、大阪府の目標寿命(23年)以上の期間において、保守維持（修繕含む）できるものであることとし、期間内において交換部品が供給可能である根拠資料を添付すること。根拠資料が無い場合はその提案を評価しない。
1つの技術に対して複数の提案がある場合はその提案を評価しない。
なお、本項目の上限提案数は6個とする。7個以上の提案があった場合は項目11に関する全ての提案を評価しない。
設計建設業務で4個以上または維持管理業務で4個以上の提案があった場合も項目11に関する全ての提案を評価しない。
	有効な提案の個数に応じて評価する。

・評価できる提案数が6個
　 ：10点
・評価できる提案数が5個
　 ：8点
・評価できる提案数が4個
　 ：6点
・評価できる提案数が3個
　 ：4点
・評価できる提案数が上記に満たない場合、又は評価項目に記載している「全ての提案を評価しない」項目に該当している場合は0点とする。
	10点 
	様式4-2-11

	加算点合計
	115点
	

	*5 官公庁とは、国、地方公共団体、道路公社、住宅供給公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成１３年政令第３４号）第１条第１項各号に規定する法人をいう
*6 建設現場における遠隔臨場の試行要領（案）　https://www.pref.osaka.lg.jp/o130030/jigyokanri/giken/enkakurinjyo.html
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